
77 
 

筑波大学 1 

・筑波大学附属桐が丘特別支援学校（肢体） 

 

1. 各教科における「基軸」による共通理解 

 筑波大学は、各教科等の目標及び内容の系統性や特質の分析、乳幼児期の発達の系統性等

を踏まえた指導目標・指導内容を導き出すために、指導者の間で共通に用いる「基軸」を作

成している。ここで用いている「基軸」とは、校内で教員同士が共有・活用できるように各

教科等で学習指導要領に示された内容を、系統性の観点から分析及び整理して図表化した

ものである。教科の特質によって「基軸」は系統表や系統図、流れ図などと呼ばれることが

ある。しかし、名称は異なるが共通した目的の下、検討・作成されている。「基軸」という

共通の言葉であらわすことによって、系統性のある授業づくりのよりどころとして学校内

で共有することができている。 

 

 

2. 小・中学校等の各教科の目標・内容により編成する教育課程の取組 

 外国語科（英語）では、指導の基軸を細分化し、学習到達目標となる Can-Do リストを

作成した。CAN-DOリストは Pre-A1、A1、A2、B1 の 4 つの段階で示されているものが

多いが、筑波大学では生徒のつまずきが多いボトムの部分である pre-A1、A1 を細分化し、

質的な指導目標を設定した。A2、B1 になるに従って、例えば「書くこと」では、「日常的

な話題について簡単な語句や文や用いて 35語程度の短い説明文や、メールを書くことがで

きる」というように量的な指導目標を設定するようにした。この取組により、これまで各教

師がそれぞれの感覚や尺度で考えていた学習段階を可視化し、全体で指導の方向性と段階・

尺度を明確に共有することできた。 

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 
 

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 
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 体育・保健体育科の学習では、肢体不自由児は身体の動かしにくさがあることで運動技能

の習得が難しいこと、それによりできた達成感を得にくいこと、課題解決に向けて技能をど

のように生かすことができるのかを考えるのが難しい等の様子が見られる。しかしながら、

「技能」が習得できていないと、「思考力・判断力・表現力等」や「学びに向かう人間性等」

を高めていくことにつながりにくい。そこで、肢体不自由児の体育指導において、「技能」

を高めることに指導を重点化するために、体育・保健体育科の指導目標・指導内容を設定す

るための手続きを整備し、その際のポイントを整理した。この取組により、動きに制限のあ

る児童生徒でも、「技能」の内容について系統的に学習を積み上げることができた。また、

技能を習得することで、振り返りの活動において課題を見つけることができるようになり、

思考の深まりや主体的な学びの様子が見られたことから、「技能」に指導を重点化すること

で、「思考力・判断力・表現力等」や「学びに向かう人間性等」を効果的に高めることにつ

ながると示唆された。 

 国語科では、「物事を言葉によって見たり、捉えたりする力」の大まかな段階として、資

料１のような段階を設定した。これは、新学習指導要領に示されている、小学部 1 段階か

ら 3段階に示されている「聞くこと」や「読むこと」などの内容から抽出される横断的、総

合的な力を「言葉によって見たり、捉えたりする力」として位置付け、それぞれの段階に応

じて示したものである。小学部 1 段階に相当する段階として「言葉の存在に気付き、事物

と言葉とを一対一で結び付けていく」段階、小学部 2 段階に相当する段階として「言葉に

よって物事を(断片的な)部分で捉え、部分同士に時間の経過等のつながりがあることに気付

く」段階、小学部 3段階に相当する段階として「言葉によって物事をまとまりで捉え、まと

まりとまとまりを(時間の経緯・手順・ 結果などで)つなげる」段階を設定した。 

 
資料１ 物事を言葉によって見たり、捉えたりする力の大まかな流れ 
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 さらに、その段階に「物事を言葉によって見たり、捉えたりする力」の下支えとなる[知

識及び技能]の中の「言葉の役割」や「語彙」の学習内容を盛り込んだものが、「[知的国語

科]の重点化した指導内容の大まかな流れ図」(資料２)である。これを、知的国語科の指導

の中で重点的に指導する内容の系統、指導の基軸として位置付けた。この取組により、指導

者は指導の基軸に基づいて実態把握を行うことで、児童の国語の力がどの段階にいるのか

を見取り、国語科の学習を通してどんな力を身に付けさせ、どこに重点を置いて指導するの

かについて、見通しを持って指導にあたることができた。また、児童にとっても、自分に合

った適切な学習目標、学習内容を行うことにより、自分の力を学習の中で自信を持って発揮

できるようになってきている。そうした指導を通して、国語科の学習内での変容のみならず、

児童の日常生活においても、物事のとらえ方や人とのコミュニケーションに変化が見られ

てきた。 

 

資料２ 知的国語科の重点化した指導目標の大まかな流れ図 
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 算数・数学科では、今までの研究を踏まえ、指導を重点化するための基軸とする 3 つの

ツール(内容系統表、指導内容表、チェックリスト)を作成し、有用性の検証を行った。内容

系統表は、特別支援学校の新学習指導要領を基に、教科及び領域に示される内容を整理し、

1 歳レベルから小学校第 2 学年程度までの算数・数学科の内容を系統的に整理した（資料

３）。指導内容表は、内容系統表を基に、知的障害を併せ有する肢体不自由児に対する指導

において活用することを目的とし、障害特性を考慮して 1歳レベルから小学校第 2 学年程

度までの指導内容を表にまとめた。チェックリストは指導計画を作成する上で、個々の児童

生徒の算数・数学科の学力を明らかにし、学習及び指導の評価に用いることを目的として作

成した。また、チェックリストの各項目を評価するためのチェックテストも作成した。この

取組により、算数・数学科の系統に沿って指導目標・指導内容を設定することができた。 

 

 
資料３ 知的算数・数学科科、指導内容系統表(一部抜粋) 
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 理科では、「問題解決の力の要素」を単元ごとの指導内容に応じて具体化した評価項目を

設定し、6 段階の「学習活動の段階性」によって実態把握及び評価を行った。この取組から、

個々の生徒に身に付けさせたい問題解決の力を知的理科の系統に沿って指導目標として設

定し、授業実践をすることができた。これは、「思考力・判断力・表現力等」に指導を重点

化した取組である。知的障害を併せ有する生徒に対して、「思考力・判断力・表現力等」を

効果的に育てていくための授業作りの手続きを示すことができたといえる。 

 

 

3. 発達の段階を踏まえた自立活動の指導 

 児童生徒の発達の段階を踏まえた実態把握を基に、児童生徒に身に付けたい力や「指導の

方向性」を設定し、そこに向かうために中心的に取り組むべき課題を「中心課題」と位置付

けた。「指導の方向性」や「中心課題」を基に、自立活動の時間における指導の指導目標の

重点化をはかった。児童生徒が見せる学習上、生活上の困難を改善・克服するための指導と

して自立活動の時間における指導において、児童生徒に何をどのように指導するのか、につ

いて目標や内容、教材教具の検討を行った。 

 発達の段階を踏まえた自立活動の指導として、共通の基軸を作成・活用し、授業実践へつ

なげる取組を実施した。そのことにより、児童生徒が見せる行動や事象の発達的意味や、そ

の段階を教師がより深く捉えることができた。また、発達の段階を踏まえる基軸として共通

の理論を参考にしたことで、教師が共通の言葉を用いて児童生徒の実態を把握することが

でき、共通理解を持ちながら児童生徒の指導にあたることができた。発達の段階を踏まえた

自立活動の指導として、授業実践を含めた取組は、児童生徒が何を学ぶか、どのように学ぶ

のかを明確にすることにつながった。 

 

 

記載なし 

 

 

 

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 
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5. 肢体不自由教育実践研究協議会  

 筑波大学にて肢体不自由教育実践研究協議会を実施し、全国から 136名の参加者に平成

30 年度の研究成果を報告し、研究協議を行った。有識者 1名による「新学習指導要領を

踏まえた肢体不自由教育」をテーマとする講演が行われ、3名より指導助言を受けた。 

 

 

6. 先導的な理論的・実践的な教育・研究 

 筑波大学附属桐が丘特別支援学校は筑波大学の附属学校であり、また、国立大学法人附

属学校唯一の特別支援学校(肢体不自由)として肢体不自由教育、ひいては特別支援教育全

般に関わる理論的・実践的な教育・研究に先導的に取り組む使命を担い、学校をあげて研

究に取り組んでいる。こうした使命を果たすべく、肢体不自由児に対する教科教育や小・

中学校等の通常学級への支援を中心と した教育実践研究の成果を発表する「肢体不自由

教育実践研究協議会」を毎年開催している。また、自立活動における指導法や、学校の教

育活動全体からの指導を支える個別の指導計画の立案・活用 の在り方に関し、その研究

成果等を発信する「自立活動実践セミナー」も平成 19年度より毎年開催している。 

  

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 

観点 6： 

新学習指導要領に対応した特色ある取組 


